
就学⽀援⾦および授業料減免制度

公⽴⾼校に通う場合の⽀給額
118,800円

⼀部減免
136,800円

年収590万円(⽬安)までの世帯には、
⽉額33,000円(年額396,000円)が国
の就学⽀援⾦として⽀給されます。

国の就学⽀援⾦制度による⽀給

県の授業料減免制度の適⽤範囲

県の減免
とあわせ
実質的に
全額⽀給

590万円 640万円 750万円 所得制限なし

千葉明徳⾼校の授業料
(2025年度⼊学⽣)

◁ ⽉額36,000円×12＝432,000円

年収⽬安

432,000円
396,000円

255,600円

118,800円

※2026年度より制度が拡充されます


